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１．現状

2,200人人事部

本社

７00人

大和工場

2,600人

岩手工場

1,400人

総合ｾﾝﾀｰ

８0人

須山工場

ﾊﾛｰﾜｰｸ大和 ﾊﾛｰﾜｰｸ水沢 ﾊﾛｰﾜｰｸ沼津

（別紙）雇用保険の事業所非該当申請認可の弾力的運用

◇ 弊社では、本社人事部が事務手続きデータをシステムで一元管理し、事務手続きはe-Govを利用。
各事業所に担当者を配置してはいないが、e-Ｇovにおいても、各事業所管轄の労働局ごとに、
電子申請を行う必要がある。

◇ 労働保険（労災保険、雇用保険の総称）は、従業員（被保険者）に関する事務手続きを各事業所単位で
処理することになっており、一般的には、各事業所に担当者を配置するなどして、雇用保険に関する
手続きを所轄ハローワークとの間でおこなっている。

なお事業所規模が小さく、担当者を配置できない等の事情がある場合、「雇用保険事業所非該当承認申
請」を提出・承認を受けることで、本社、支社など上位事業所が一括して手続を行えるようになる。

非該当

岩手労働局 静岡労働局宮城労働局

e-Ｇov

書類

【処理の流れ（現状）】

❶e-Govの申請・受理

❷書類の送付
退職者Ａ 再雇用者B 再雇用者C

事務手続きはe-Govでほぼ完結し、各事業所への担当者配置が不要となっている。
ここは、e-Govにより効率化された部分であり、大変感謝。
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（別紙）雇用保険の事業所非該当申請認可の弾力的運用

企業が雇用保険業務を本社等で集中システム処理を行う場合には、一定の条件の下、
１社１事業所での事務処理を認可いただき、官民一体となった事務効率化をすすめたい。

ﾊﾛｰﾜｰｸ大和

宮城労働局

e-Ｇov
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本社

大和工場

岩手工場

総合ｾﾝﾀｰ

須山工場

２．労働局への相談

◇ 社内のシステム整備が更に進んだため、本社以外の事業所について、「雇用保険事業所非該当承認申
請」をおこない、全ての事業所の事務処理を、本社と宮城労働局（ハローワーク大和）で完結させる
ことができないか、労働局に相談。

◆ 退職者のうち単身赴任者などは、退職後に本宅へ
戻って求職活動するケースも多く、被保険者資格のみ
管理できれば、（所属している）事業所を管理する
必要性はないのでは？

◆ 厚生年金事務、労働保険（徴取）事務は類似の運用が
認められている。
（雇用保険は、従業員転勤の都度、転勤届も必要）

【処理の流れ（見直し案）】

◇ 宮城労働局からは「各事業所従業員規模も大きい」とされ、非該当承認申請は受理されず。

３．要望

非該当 非該当

非該当 非該当

企業が集中的な処理をおこなう際の
阻害要因になっているのでは？

（特に事業所数が多い企業ほど煩雑）

人事部
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参考

事務取扱要領の抜粋

（p.185）
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